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整
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則
の
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改
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（
水
産
業
振
興
課
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〇
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
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す
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部
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築
宅
地
課
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令
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書
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部
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す
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訓
令�
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政
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報
・
文
書
課
）　
　

八

規

則

　

宮
城
県
漁
業
調
整
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
百
二
号

　
　
　

�

宮
城
県
漁
業
調
整
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

宮
城
県
漁
業
調
整
規
則
（
令
和
二
年
宮
城
県
規
則
第
百
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
十
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２�　

前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
た
者
は
、
通
信
の
妨
害
そ
の
他
の
当
該
命
令
に
係
る
衛
星
船
位
測
定
送
信
機
の

機
能
を
損
な
う
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
中
「
者
は
」
を
「
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
」
に
、「
懲
役
」
を
「
拘
禁
刑
」

に
改
め
、
同
項
各
号
中
「
者
」
を
「
と
き
。」
に
改
め
る
。

　

第
六
十
六
条
中
「
者
」
を
「
と
き
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１�　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
十
五
条
第
一
項
の
改
正
規
定
（「
懲
役
」
を
「
拘
禁
刑
」

に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
改
正
規
定
の
施
行
前
に
し
た
行
為
の
処
罰
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

�

　

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
百
三
号

　
　
　

�

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
二
十
八
年
宮
城
県
規
則
第
八
十
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
第
一
条
第
一
項
」
を
「
第
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３　

省
令
第
三
条
第
一
項
の
そ
の
他
所
管
行
政
庁
が
必
要
と
認
め
る
図
書
は
、
次
に
掲
げ
る
図
書
と
す
る
。

　

一�　

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
建
設
省
令
第
二
十
号
。
次
号
に
お
い
て

「
住
宅
品
質
確
保
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。）
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
住
宅
型
式
性
能
認
定
書
を
有
す

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
認
定
書
の
写
し

　

二�　

住
宅
品
質
確
保
法
施
行
規
則
第
四
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
型
式
住
宅
部
分
等
製
造
者
認
証
書
を
有
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
認
証
書
の
写
し

　

第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
第
二
条
第
一
項
」
を
「
第
四
条
第
一
項
」
に
、「
第
一
条
第
一
項
」
を
「
第
三
条

第
一
項
」
に
改
め
る
。

　

第
四
条
第
一
項
中
「
第
三
条
」
を
「
第
五
条
」
に
改
め
、「（
様
式
第
一
号
）」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
一
条
」

を
「
第
十
三
条
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２�　

前
項
の
軽
微
な
変
更
説
明
書
の
様
式
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に

定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

一　

非
住
宅
建
築
物
又
は
複
合
建
築
物
に
お
け
る
非
住
宅
部
分　

様
式
第
一
号

　

二　

住
宅
又
は
複
合
建
築
物
に
お
け
る
住
宅
部
分
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）　

様
式
第
一
号
の
二

　

三�　

住
宅
又
は
複
合
建
築
物
に
お
け
る
住
宅
部
分
（
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
（
平
成

　
　

二
十
八
年
経
済
産
業
省

国
土
交
通
省
令
第
一
号
）
第
一
条
第
一
項
第
二
号
イ
⑵
又
は
同
号
ロ
⑵
に
規
定
す
る
基
準
に
係
る
軽
微
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な
変
更
に
限
る
。）　

様
式
第
一
号
の
三

　

第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
の
提
出
等
の
取
下
げ
の
届
出
）

第�

五
条　

法
第
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
を
し
た
者
が
法
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
建

築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
の
結
果
を
記
載
し
た
通
知
書
の
交
付
を
受
け
る
前
に
そ
の
提
出
を
取
り
下

げ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
提
出
等
取
下
げ
届
（
様
式
第
二
号
の
二
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
取
下
げ
届
」
と
い
う
。）
に
よ
り
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２�　

法
第
十
二
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
た
者
が
法
第
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
建
築
物

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
の
結
果
を
記
載
し
た
通
知
書
の
交
付
を
受
け
る
前
に
そ
の
通
知
を
取
り
下
げ
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
取
下
げ
届
に
よ
り
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
第
二
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
三

百
四
の
項
１
イ
」
を
「
三
百
四
の
項
１
イ
⑴
」
に
、「
第
三
十
五
条
第
一
項
各
号
」
を
「
第
三
十
条
第
一
項
各
号
」
に

改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
二
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　

第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
第
二
十
七
条
」
を
「
第
二
十
六
条
」
に
、「
第
二
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十

条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　

第
八
条
中
「
第
三
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
九
条
第
一
項
」
に
、「
第
三
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
一
条

第
一
項
」
に
改
め
る
。

　

第
九
条
中
「
第
二
十
六
条
各
号
」
を
「
第
二
十
五
条
各
号
」
に
改
め
る
。

　

第
十
一
条
第
二
項
中
「
第
三
十
七
条
」
を
「
第
三
十
二
条
」
に
改
め
る
。

　

第
十
三
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
を
削
る
。

　

様
式
第
一
号
第
一
面
中
「建

築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
に
係
る
軽
微
な
変
更
説
明
書

」
の
次
に
「（非

住
宅

）」
を
加
え
、「第

３
条

」
を
「第

５
条

」
に
、「省

エ
ネ
性
能
が
向
上
す
る

」
を
「省

エ
ネ
性
能
等
を
向
上
さ
せ

る
又
は
当
該
性
能
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い

」
に
、「の

省
エ
ネ
性
能
が
減
少
す
る

」
を
「で

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
を

低
下
さ
せ
る

」
に
、「建

築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
変
更

（計
画
の
抜
本
的
な

」

を
「基

準
適
合
が
明
ら
か
な
変
更

（建
築
物
の
用
途
や
計
算
方
法
の

」
に
、
同
様
式
第
一
面
備
考
中
「の

Ａ
に
レ
印
を

付
し
た

」
を
「に

お
い
て
、
Ａ
に
チ
ェ
ッ
ク
し
た

」
に
、「Ｂ

に
レ
印
を
付
し
た

」
を
「Ｂ

に
チ
ェ
ッ
ク
し
た

」
に
、「Ｃ

に
レ
印
を
付
し
た

」
を
「Ｃ

に
チ
ェ
ッ
ク
し
た

」
に
改
め
、
同
様
式
第
二
面
中
「Ａ

　

省
エ
ネ
性
能
が
向
上
す
る

」
を

「Ａ

　

省
エ
ネ
性
能
等
を
向
上
さ
せ
る
又
は
当
該
性
能
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い

」
に
、「変

更
す
る
事
項
の

□に
レ
印

を
付
す
こ
と
。

」
を
「変

更
内
容
は
、

□チ
ェ
ッ
ク
に
該
当
す
る
事
項
と
な
る

」
に
、「空

調
負
荷
の
軽
減
と
な
る
外

皮
性
能
の
変
更

」
を
「空

気
調
和
設
備
等
の
効
率
の
向
上
又
は
損
失
の
低
下
と
な
る
変
更

（制
御
方
法
等
の
変
更
を
含

む

）」
に
改
め
、

「
□　

④　
設
備
機
器
の
効
率
向
上
・
損
失
低
下
と
な
る
変
更

　

□　

⑤　
設
備
機
器
の
制
御
方
法
の
効
率
向
上
・
損
失
低
下
と
な
る
変
更

」
を
削
り
、「⑥

」
を
「④

」
に
、「新

設
、

増
設

」
を
「新

設
又
は
増
設

」
に
、「
□に

レ
印
を
付
し
た
事
項
に
係
る
具
体
的
な
変
更
内
容

」
を
「上

記

□チ
ェ
ッ

ク
に
つ
い
て
具
体
的
な
変
更

」
に
、
同
様
式
第
二
面
備
考
中
「変

更
す
る
事
項
す
べ
て
の

□に
レ
印
を
付
し
、
そ
の

」

を
「変
更
内
容
は
、該
当
す
る
も
の
す
べ
て
に
チ
ェ
ッ
ク
を
す
る
こ
と
と
し
、
チ
ェ
ッ
ク
を
し
た
事
項
に
つ
い
て
は
、

」

に
、
同
様
式
第
三
面
中
「の

省
エ
ネ
性
能
が
減
少
す
る

」
を
「で

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
を
低
下
さ
せ
る

」
に
改
め
、

「Ｂ
Ｅ
Ｉ

＝
（　
　
　

）≦

」
の
下
に
「（　
　
　

）
×
」
を
加
え
、
同
様
式
第
三
面
備
考
中
「の

す
べ
て
の

□に
レ

印
を
付
し
、
そ
の
概
要
を
変
更
内
容
記
入
欄
に
、
必
要
事
項
を
第
３
面
別
紙
に

」
を
「は

、
該
当
す
る
も
の
す
べ
て
に

チ
ェ
ッ
ク
を
す
る
こ
と
と
し
、
チ
ェ
ッ
ク
を
し
た
設
備
に
つ
い
て
は
、
変
更
内
容
記
入
欄
に
概
要
を
、
第
３
面
別
紙
に

必
要
事
項
を

」
に
、
同
様
式
第
三
面
別
紙
中

「
【
空
気
調
和
設
備
関
係
】

　
次
に
掲
げ
る
（
い
）
又
は
（
ろ
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
仕
様
の
変
更
（（
い
）
又
は
（
ろ
）
に
掲
げ
る
仕

様
の
変
更
以
外
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
が
向
上
す
る
仕
様
の
変
更
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
仕
様
の
変

更
を
含
む
。）

」

を

「
【
空
気
調
和
設
備
関
係
】

　
次
に
掲
げ
る
（
ア
）
又
は
（
イ
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
こ
れ
以
外
に
つ
い
て
は
「
変
更
な
し
」
又
は
「
性

能
が
向
上
す
る
変
更
」
で
あ
る
変
更
。

」

に
、「（

い
）
外
壁
」

を「（
ア
）
外
壁
」

に
、「（

ろ
）
熱
源
機
器
」

を「（
イ
）
熱
源
機
器
」

に
、

「
【
機
械
換
気
設
備
関
係
】

　
評
価
の
対
象
に
な
る
室
の
用
途
毎
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
（
い
）
又
は
（
ろ
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
仕
様

の
変
更
（（
い
）
又
は
（
ろ
）
に
掲
げ
る
仕
様
の
変
更
以
外
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
が
向
上
す
る
仕
様
の
変
更

が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
仕
様
の
変
更
を
含
む
。）

」
を

「
【
機
械
換
気
設
備
関
係
】

　
評
価
の
対
象
に
な
る
室
の
用
途
毎
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
（
ア
）
又
は
（
イ
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
こ
れ

以
外
に
つ
い
て
は
「
変
更
な
し
」
又
は
「
性
能
が
向
上
す
る
変
更
」
で
あ
る
変
更
。

」
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に
、「（

い
）
送
風
機
」

を「（
ア
）
送
風
機
」

に
、「（

ろ
）
計
算
」

を「（
イ
）
計
算
」

に
、「「

駐
車
場
」
又
は
「
厨
房
」」

を「「
駐
車
場
」「
厨
房
」」

に
、

「
【
照
明
設
備
関
係
】

　
評
価
の
対
象
に
な
る
室
の
用
途
毎
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
仕
様
の
変
更
（
次
に
掲
げ
る
仕
様
の
変
更
以
外
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
が
向
上
す
る
仕
様
の
変
更
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
仕
様
の
変
更
を
含
む
。）

単
位
面
積
あ
た
り
の
照
明
器
具
の
消
費
電
力
に
つ
い
て
10%
を
超
え
な
い
増
加

」

を

「
【
照
明
設
備
関
係
】

　
評
価
の
対
象
に
な
る
室
の
用
途
毎
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
（
ア
）
に
該
当
し
、
こ
れ
以
外
に
つ
い
て
は
「
変
更

な
し
」
又
は
「
性
能
が
向
上
す
る
変
更
」
で
あ
る
変
更
。

（
ア
）
単
位
床
面
積
あ
た
り
の
照
明
器
具
の
消
費
電
力
に
つ
い
て
10%
を
超
え
な
い
増
加

」

に
、「

単
位
面
積
」

を「
単
位
床
面
積
」

に
、

「
【
給
湯
設
備
関
係
】

　
評
価
の
対
象
に
な
る
湯
の
使
用
用
途
毎
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
仕
様
の
変
更
（
次
に
掲
げ
る
仕
様
の
変
更
以
外

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
が
向
上
す
る
仕
様
の
変
更
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
仕
様
の
変
更
を
含
む
。）

給
湯
機
器
の
平
均
効
率
に
つ
い
て
10%
を
超
え
な
い
低
下

」

を

「
【
給
湯
設
備
関
係
】

　
評
価
の
対
象
に
な
る
湯
の
使
用
用
途
毎
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
（
ア
）
に
該
当
し
、
こ
れ
以
外
に
つ
い
て
は
「
変

更
な
し
」
又
は
「
性
能
が
向
上
す
る
変
更
」
で
あ
る
変
更
。

（
ア
）
給
湯
機
器
の
平
均
効
率
に
つ
い
て
10%
を
超
え
な
い
低
下

」

に
、

「
【
太
陽
光
発
電
関
係
】

　
次
に
掲
げ
る
（
い
）
又
は
（
ろ
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
仕
様
の
変
更
（（
い
）
又
は
（
ろ
）
に
掲
げ
る
仕

様
の
変
更
以
外
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
が
向
上
す
る
仕
様
の
変
更
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
仕
様
の
変

更
を
含
む
。）

」

を「
【
太
陽
光
発
電
関
係
】

　
次
に
掲
げ
る
（
ア
）
又
は
（
イ
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
こ
れ
以
外
に
つ
い
て
は
「
変
更
な
し
」
又
は
「
性

能
が
向
上
す
る
変
更
」
で
あ
る
変
更
。

」

に
、「（

い
）
太
陽
電
池
」

を「（
ア
）
太
陽
電
池
」

に
、「（

ろ
）
パ
ネ
ル
」

を「（
イ
）
パ
ネ
ル
」

に
、「変

更
で
あ
っ

て
、
か
つ
、」

を「
変
更
か
つ
」

に
改
め
る
。

　

様
式
第
一
号
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。　

　
　
　



号外第20号　令和７年３月31日　月曜日 （4）宮　　城　　県　　公　　報
（
第
２
面
）

［
Ａ
　
省
エ
ネ
性
能
等
を
向
上
さ
せ
る
又
は
当
該
性
能
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
変
更
］

変
更
内
容
は
、
□
チ
ェ
ッ
ク
に
該
当
す
る
事
項
と
な
る

次
の
①
か
ら
④
に
該
当
す
る
変
更

□
　
①
　
�外
皮
の
各
部
位
の
熱
貫
流
率
も
し
く
は
線
熱
貫
流
率
又
は
日
射
熱
取
得
率
が
増
加
し
な
い
変
更
（
外
皮
面

積
が
変
わ
ら
な
い
場
合
に
限
る
。）、
ま
た
は
開
口
部
面
積
が
増
加
し
な
い
変
更

□
　
②
　
通
気
等
の
利
用
に
よ
り
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
が
低
下
し
な
い
変
更

□
　
③
　
�空
気
調
和
設
備
等
の
効
率
が
低
下
し
な
い
又
は
損
失
が
増
加
し
な
い
変
更
（
制
御
方
法
等
の
変
更
を
含

む
。）

□
　
④
　
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
効
率
的
利
用
を
図
る
こ
と
の
で
き
る
設
備
の
新
設
又
は
増
設

上
記
□
チ
ェ
ッ
ク
に
つ
い
て
具
体
的
な
変
更
の
記
載
欄

添
付
図
書
等

（
備
考
）

　
�　
変
更
内
容
は
、
該
当
す
る
も
の
す
べ
て
に
チ
ェ
ッ
ク
を
す
る
こ
と
と
し
、
チ
ェ
ッ
ク
を
し
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
具

体
的
な
変
更
内
容
を
記
載
し
た
上
で
、
変
更
内
容
を
示
す
図
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

様
式
第
１
号
の
２
（
第
４
条
関
係
）

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
に
係
る
軽
微
な
変
更
説
明
書
（
住
宅
・
標
準
計
算
）

（
第
１
面
）

　
年
　
　
月
　
　
日
　

　
建
築
主
事
　
　
　
　
　
　
　
殿

申
請
者
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
申
請
に
係
る
建
築
物
の
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
に
つ
い
て
、
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性

能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
５
条
に
該
当
す
る
軽
微
な
変
更
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
変
更
の
内
容
を

報
告
し
ま
す
。

⑴
　
建
築
物
等
の
名
称

⑵
　
建
築
物
等
の
所
在
地

⑶
　
省
エ
ネ
適
合
判
定
年
月
日
・
番
号

⑷
　
変
更
の
内
容

□
Ａ
　
省
エ
ネ
性
能
等
を
向
上
さ
せ
る
又
は
当
該
性
能
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
変
更

□
Ｂ
　
一
定
範
囲
内
で
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
を
低
下
さ
せ
る
変
更

□
Ｃ
　
再
計
算
に
よ
っ
て
基
準
適
合
が
明
ら
か
な
変
更
（
建
築
物
の
用
途
や
計
算
方
法
の
変
更
を
除
く
。）

⑸
　
備
　
考

※
　
受
　
付
　
欄

※
　
決
　
裁
　
欄

　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
　
第
　
　
　
　
　
号

　
確
認
者

（
備
考
）

　
　
１
�　
こ
の
説
明
書
は
、
完
了
検
査
申
請
の
際
に
、
申
請
に
係
る
建
築
物
の
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画

に
軽
微
な
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
、
完
了
検
査
申
請
書
の
第
三
面
の
別
紙
と
し
て
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
２
�　
⑷
　
変
更
の
内
容
に
お
い
て
、
Ａ
に
チ
ェ
ッ
ク
し
た
場
合
に
は
第
２
面
に
、
Ｂ
に
チ
ェ
ッ
ク
し
た
場
合
は
第
�

３
面
に
必
要
事
項
を
記
入
し
た
上
で
、
変
更
の
内
容
を
説
明
す
る
た
め
の
図
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。
Ｃ
に
チ
�

ェ
ッ
ク
し
た
場
合
に
は
軽
微
変
更
該
当
証
明
書
及
び
そ
の
交
付
申
請
に
添
付
し
た
図
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
３
　
※
欄
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
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（
第
３
面
）

［
Ｂ
　
一
定
範
囲
内
で
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
を
低
下
さ
せ
る
変
更
］

変
更
前
の
Ｂ
Ｅ
Ｉ
＝
（
　
　
　
）
≦
0.9

変
更
内
容
は
、
①
又
は
②
に
該
当
す
る
変
更
と
な
る

□
　
①
　
床
面
積

　
主
た
る
居
室
、
そ
の
他
の
居
室
又
は
非
居
室
の
床
面
積
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
10％
を
超
え
な
い
増
減

　
　
変
更
前
の
U
A 値
＝
（
　
　
　
）
≦
（
　
　
　
）
×
0.9

　
　
変
更
前
の
η
A
C 値
＝
（
　
　
　
）
≦
（
　
　
　
）
×
0.9

□
　
②
　
外
皮
に
係
る
変
更
で
以
下
の
い
ず
れ
か

　
　
　
□
　
開
口
部
の
面
積
増
加
分
が
外
皮
面
積
の
合
計
の
1/200を

超
え
な
い
変
更

　
　
　
□
　
�変
更
す
る
開
口
部
面
積
が
外
皮
面
積
の
合
計
の
1/200を

超
え
な
い
場
合
の
断
熱
性
能
、
日
射
遮
蔽

性
能
も
し
く
は
そ
の
両
方
が
低
下
す
る
変
更
又
は
日
射
遮
蔽
部
材
を
な
く
す
変
更

　
　
　
□
　
�変
更
す
る
外
皮
の
面
積
の
合
計
が
外
皮
面
積
の
合
計
の
1/100を

超
え
な
い
場
合
の
開
口
部
以
外
の

外
皮
の
断
熱
性
能
が
低
下
す
る
変
更

　
　
　
□
　
基
礎
断
熱
の
基
礎
形
状
等
の
変
更

上
記
□
チ
ェ
ッ
ク
に
つ
い
て
具
体
的
な
変
更
の
記
載
欄

添
付
図
書
等

（
備
考
）

　
�　
変
更
内
容
は
、
該
当
す
る
も
の
す
べ
て
に
チ
ェ
ッ
ク
を
す
る
こ
と
と
し
、
チ
ェ
ッ
ク
を
し
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
具

体
的
な
変
更
内
容
を
記
載
し
た
上
で
、
変
更
内
容
を
示
す
図
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

様
式
第
１
号
の
3
（
第
４
条
関
係
）

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
に
係
る
軽
微
な
変
更
説
明
書
（
住
宅
・
仕
様
基
準
）

（
第
１
面
）

　
年
　
　
月
　
　
日
　

　
建
築
主
事
　
　
　
　
　
　
　
殿

申
請
者
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
申
請
に
係
る
住
宅
部
分
の
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
へ
の
適
合
に
つ
い
て
、
建
築
基
準
法
施
行
規
則

第
３
条
の
２
に
該
当
す
る
軽
微
な
変
更
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
変
更
の
内
容
を
報
告
し
ま
す
。

⑴
　
建
築
物
等
の
名
称

⑵
　
建
築
物
等
の
所
在
地

⑶
　
省
エ
ネ
適
合
判
定
年
月
日
・
番
号

⑷
　
変
更
の
内
容

□
　
外
壁
、
窓
等
を
通
し
て
の
熱
の
損
失
の
防
止
に
関
す
る
基
準
に
係
る
変
更

□
　
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
に
関
す
る
基
準
に
係
る
変
更

⑸
　
備
　
考

※
　
受
　
付
　
欄

※
　
決
　
裁
　
欄

　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
　
第
　
　
　
　
　
号

　
確
認
者

（
備
考
）

　
　
１
�　
こ
の
説
明
書
は
、「
住
宅
部
分
の
外
壁
、
窓
等
を
通
し
て
の
熱
の
損
失
の
防
止
に
関
す
る
基
準
及
び
一
次
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
量
に
関
す
る
基
準
（
以
下
「
仕
様
基
準
」
と
い
う
。）」
を
用
い
た
住
宅
部
分
の
完
了
検
査
申
請
の
際
�

に
、
申
請
に
係
る
住
宅
に
軽
微
な
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
、
完
了
検
査
申
請
書
の
第
三
面
の
別
紙
と
し
て
添
付
し

て
く
だ
さ
い
。

　
　
２
� 　
⑷
　
変
更
の
内
容
に
お
い
て
、「
外
壁
、
窓
等
を
通
し
て
の
熱
の
損
失
の
防
止
に
関
す
る
基
準
に
係
る
変
更
」
に

チ
ェ
ッ
ク
し
た
場
合
に
は
第
２
面
に
、「
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
に
関
す
る
基
準
に
係
る
変
更
」
に
チ
ェ
ッ
ク

し
た
場
合
は
第
３
面
に
必
要
事
項
を
記
入
し
た
上
で
、
変
更
内
容
を
説
明
す
る
た
め
の
図
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ

い
。

　
　
３
� 　
仕
様
基
準
に
定
め
る
仕
様
に
該
当
し
な
い
変
更
を
行
う
場
合
、
別
途
省
エ
ネ
適
合
性
判
定
が
必
要
と
な
り
ま
す

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
　
４
　
※
欄
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。



号外第20号　令和７年３月31日　月曜日 （6）宮　　城　　県　　公　　報
（
第
３
面
）

［
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
に
関
す
る
基
準
に
係
る
変
更
］

変
更
内
容
は
、
□
チ
ェ
ッ
ク
に
該
当
す
る
事
項
と
な
る

　
□
　
暖
房
設
備

変
更
内
容
記
入
欄

⎧
�

⎫
⎜
�

⎜
⎜
�

⎜
⎩
�

⎭

　
□
　
冷
房
設
備

変
更
内
容
記
入
欄

⎧
�

⎫
⎜
�

⎜
⎜
�

⎜
⎩
�

⎭

　
□
　
全
般
換
気
設
備

変
更
内
容
記
入
欄

⎧
�

⎫
⎜
�

⎜
⎜
�

⎜
⎩
�

⎭

　
□
　
照
明
設
備

変
更
内
容
記
入
欄

⎧
�

⎫
⎜
�

⎜
⎜
�

⎜
⎩
�

⎭

　
□
　
給
湯
設
備

変
更
内
容
記
入
欄

⎧
�

⎫
⎜
�

⎜
⎜
�

⎜
⎩
�

⎭

添
付
図
書
等

（
備
考
）

　
� 　
変
更
と
な
る
設
備
は
、
該
当
す
る
も
の
す
べ
て
に
チ
ェ
ッ
ク
を
す
る
こ
と
と
し
、
チ
ェ
ッ
ク
を
し
た
設
備
に
つ
い
て

は
、
変
更
内
容
記
入
欄
に
概
要
を
、
第
３
面
別
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
し
た
上
で
、
変
更
内
容
を
示
す
図
書
を
添
付
し

て
く
だ
さ
い
。

（
第
２
面
）

［
外
壁
、
窓
等
を
通
し
て
の
熱
の
損
失
の
防
止
に
関
す
る
基
準
に
係
る
変
更
］

変
更
内
容
は
、
□
チ
ェ
ッ
ク
に
該
当
す
る
事
項
と
な
る

次
の
①
か
ら
④
に
該
当
す
る
変
更

□
　
断
熱
構
造
と
す
る
部
分
の
変
更

□
　
外
皮
の
断
熱
性
能
等
の
変
更

□
　
開
口
部
の
断
熱
性
能
等
の
変
更

□
　
そ
の
他
（
�

）

上
記
□
チ
ェ
ッ
ク
に
つ
い
て
具
体
的
な
変
更
の
記
載
欄

添
付
図
書
等

（
備
考
）

　
� 　
変
更
内
容
は
、
該
当
す
る
も
の
す
べ
て
に
チ
ェ
ッ
ク
を
す
る
こ
と
と
し
、
チ
ェ
ッ
ク
を
し
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
具

体
的
な
変
更
内
容
を
記
載
し
た
上
で
、
変
更
内
容
を
示
す
図
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。
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様
式
第
二
号
第
一
面
中
「提

出
者

」
を
「申

請
者

」
に
、「第

11条

」
を
「第

13条

」
に
、「第

３
条

」
を
「第

５
条

（同
規
則
第
９
条
第
２
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）」
に
、「計

画
を
変
更
す
る

」
を
「軽

微

な
変
更
を
す
る

」
に
、「適

合
判
定
通
知
書
番
号

」
を
「適

合
判
定
通
知
書
又
は
軽
微
変
更
該
当
証
明
書
番
号

」
に
、「適

合
判
定
通
知
書
交
付
年
月
日

」
を
「適

合
判
定
通
知
書
又
は
軽
微
変
更
該
当
証
明
書
交
付
年
月
日

」
に
、「適

合
判
定

通
知
書
交
付
者

」
を
「適

合
判
定
通
知
書
又
は
軽
微
変
更
該
当
証
明
書
交
付
者

」
に
、
同
様
式
第
一
面
備
考
中

「　
　
　

※
欄
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

」
を

「　

１

�

　
第
２
面
か
ら
第
５
面
ま
で
と
し
て
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
別

記
様
式
第
一
の
第
二
面
か
ら
第
五
面
ま
で
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、

直
前
の
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
又
は
軽
微
変
更
該
当
証
明
を
本
県
で
実
施
し
て
い
る
場
合
、

変
更
に
係
る
部
分
の
み
の
提
出
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
２　
※
欄
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

」

に
改
め
、
同
様
式
中
第
二
面
か
ら
第
五
面
ま
で
を
削
る
。

　

様
式
第
二
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

様
式
第
２
号
の
２
（
第
５
条
関
係
）

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
提
出
等
取
下
げ
届

　
年
　
　
月
　
　
日
　

　
　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�届
出
者
の
住
所
又
は
主
た
る
�

事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
氏
名
又
は
名
称

　
下
記
の
提
出
又
は
通
知
を
取
り
下
げ
た
い
の
で
、
届
け
出
ま
す
。

提
出
又
は
通
知
年
月
日

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能

確
保
計
画
に
係
る
建
築
物
の
位
置

取
下
げ
の
理
由

備
　
　
　
　
　
　
　
　
　
考

※
　
受
　
付
　
欄

※
　
決
　
裁
　
欄

　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
　
第
　
　
　
　
　
号

　
確
認
者

（
備
考
）

　
※
欄
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
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様
式
第
四
号
中
「第

26条
各
号

」
を
「第

25条
各
号

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
七
号
中
「第

37条

」
を
「第

32条

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
九
号
及
び
様
式
第
十
号
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

改
正
前
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
諸
様
式
で
取
扱

い
上
著
し
く
支
障
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等

に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

訓

令

甲

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
十
六
号

　

文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

文
書
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
の
二
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

三�　

電
子
文
書　

文
書
の
う
ち
、
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）

に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
で
あ
る
も
の
を
い
う
。

　

第
一
条
の
二
第
四
号
を
削
り
、
同
条
第
五
号
を
同
条
第
四
号
と
す
る
。

　

第
五
条
第
三
号
中
「
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
た
電
磁
的
記
録
で
あ
る
情
報
（
以
下
「
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
文

書
情
報
」
と
い
う
。）
の
送
信
の
際
に
当
該
情
報
」
を
「
電
子
文
書
」
に
改
め
る
。

　

第
五
条
の
二
の
見
出
し
を
「（
電
子
文
書
取
扱
担
当
者
）」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
前
条
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務

並
び
に
」
を
削
り
、「
電
子
文
書
取
扱
主
任
」
を
「
電
子
文
書
取
扱
担
当
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
電

子
文
書
取
扱
主
任
」
を
「
電
子
文
書
取
扱
担
当
者
」
に
改
め
る
。

　

第
六
条
第
三
項
中
「
電
子
情
報
（
以
下
「
文
書
情
報
」
と
い
う
。）」
を
「
情
報
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
文
書

情
報
」
を
「
文
書
に
関
す
る
情
報
」
に
改
め
る
。

　

第
十
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
十
号
」
を
「
第
八
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
中
「
あ
て
の
」
を
「
宛
て
の
」
に
、

「
名
あ
て
人
」
を
「
名
宛
人
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
名
あ
て
人
」
を
「
名
宛
人
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
及
び
第
十

号
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
封
皮
の
あ
て
名
」
を
「
前
項
の
規
定
に
よ
り
送
達
さ
れ
た
文
書
で
あ
つ
て
、
封
皮
の
宛

名
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
第
一
項
第
一
号
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で

並
び
に
第
四
項
第
一
号
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
」
を
「
第
一
項
第
一
号
、
第
七
号
及
び
第
八
号
、
第
三
項
（
前

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
並
び
に
第
五
項
第
一
号
、
第
七
号
及
び
第
八
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第

七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６�　

第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
所
に
送
信
さ
れ
た
電
子
文
書
の
受
領
等
及
び
所
に
送
達
さ
れ
た
文
書
の
登
録
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
項
中
「
前
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
項
」
と
、「
本
庁
」
と
あ

る
の
は
「
所
」
と
、「
主
務
課
」
と
あ
る
の
は
「
主
務
班
」
と
、
第
四
項
中
「
第
一
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
第

五
項
第
一
号
」
と
、「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
三
項
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

　

第
十
条
第
五
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
送
達
さ
れ
た
文
書
」
の
下
に
「（
電
子
文
書
は
除
く
。）」
を
加
え
、「
主

務
班
）」
を
「
、
主
務
班
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第
十
号
」
を
「
第
八
号
」
に
改
め
、

同
項
第
二
号
中
「
名
あ
て
人
」
を
「
名
宛
人
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
及
び
第
十
号
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と

し
、
同
条
第
三
項
中
「
同
項
第
九
号
及
び
第
十
号
の
文
書
」
を
「
前
項
の
電
子
文
書
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項

と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３�　

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
本
庁
に
お
い
て
、
主
務
課
に
送
信
さ
れ
た
電
子
文
書
又
は
主
務
課
に
配
布
さ
れ

た
電
子
文
書
が
保
存
さ
れ
て
い
る
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
は
、

主
務
課
に
お
い
て
受
領
し
て
、
収
受
す
る
も
の
と
す
る
（
電
子
文
書
に
電
子
署
名
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
必
要
に
応
じ
て
、
当
該
電
子
署
名
が
適
正
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
収
受
す
る
も
の
と
す
る
。）。
た
だ

し
、
当
該
電
子
文
書
又
は
当
該
電
磁
的
記
録
媒
体
が
そ
の
所
管
に
属
さ
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
電
子
文
書

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
あ
つ
て
は
、
保
存
さ
れ
て
い
る
電
子
文
書
）
に
係
る
事
務
を
所
管
す
る
主
務
課
に
回
付
し
、

又
は
返
付
す
る
も
の
と
す
る
。

　

第
十
三
条
中
「
同
条
第
六
項
」
を
「
同
条
第
七
項
」
に
改
め
、
た
だ
し
書
を
削
る
。

　

第
二
十
条
第
一
項
中
「
に
お
け
る
回
議
に
係
る
文
書
情
報
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
関

係
す
る
文
書
情
報
」
を
「
文
書
に
関
す
る
情
報
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
一
号
と
し
、
同
項
第
三
号
中
「
電
子
情
報
」

を
「
情
報
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
項
第
四
号
中
「
電
子
情
報
」
を
「
情
報
」
に
改
め
、
同
号
を
同

項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
五
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
六
号
中
「
当
該
決
裁
済
の
文
書
情
報
を
出
力
す
る
こ
と

に
よ
り
作
成
す
る
」
を
「
出
力
し
た
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
七
号
を
同
項
第
六
号
と
す
る
。

　

第
二
十
二
条
第
三
号
中
「
電
子
情
報
」
を
「
情
報
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
四
条
第
四
項
第
一
号
中
「
電
子
情
報
の
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
総
合
文
書
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
回
議
に
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あ
つ
て
は
必
要
な
電
子
情
報
を
追
加
さ
せ
、
書
面
に
よ
る
回
議
に
あ
つ
て
は
参
考
資
料
」
を
「
必
要
な
資
料
」
に
改
め

る
。

　

第
三
十
三
条
の
見
出
し
中
「
の
押
印
」
を
「
及
び
電
子
署
名
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「（
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム

文
書
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
削
り
、「
押
さ
な
け
れ
ば
」
を
「
押
印
し
、
又
は
知
事
が
別
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
電
子
署
名
を
行
わ
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
ロ
中
「
押
す
べ
き
」
を
「
押
印
し
、
又
は

電
子
署
名
を
行
う
べ
き
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

　
　

た
だ
し
、
電
子
署
名
を
行
う
電
子
文
書
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　

第
三
十
三
条
の
二
を
削
る
。

　

第
三
十
四
条
第
一
項
中
「（
総
合
文
書
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
施
行
す
る
文
書
及
び
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
文
書
を
除
く
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）
は
、」
を
「
は
、
電
送
（
電
子
計
算
機
又
は
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
を
利
用
し
た
情
報
の
送
信

を
い
う
。
次
項
及
び
第
三
項
を
除
き
、
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。）
に
よ
る
場
合
を
除
き
、」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中

「
午
後
二
時
三
十
分
」
を
「
午
後
二
時
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
を
削
り
、
同
項
第
三
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
項

第
四
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
を
「
前
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
に
、

「
郵
送
、
手
渡
し
又
は
使
送
に
よ
り
行
う
ほ
か
、
電
送
（
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
又
は
電
子
計
算
機
に
よ
る
送
信
及
び
総
合
文

書
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
文
書
情
報
の
送
信
を
い
い
、
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
文
書
情
報
の
送
信
を
除
く
。
以
下
同
じ
。）
に

よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
」
を
「
原
則
と
し
て
、
電
送
（
電
子
計
算
機
を
利
用
し
た
情
報
の
送
信
を
い
う
。
以
下
こ
の

項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
の
送
付
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３�　

電
子
署
名
を
行
つ
た
電
子
文
書
の
発
送
は
、
電
送
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
の
送
付
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
電
送
は
、
第
一
項
及
び
第
五
条
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
主
務
課
又
は
所
に
お
い
て
、

当
該
電
送
を
し
よ
う
と
す
る
文
書
に
係
る
事
務
を
担
当
す
る
者
が
行
う
も
の
と
す
る
。

　

第
三
十
四
条
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
当
該
決
裁
済
の
文
書
情
報
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
作
成
し
た
」

を
「
出
力
し
た
」
に
改
め
、「
以
下
こ
の
条
及
び
」
を
削
り
、「
第
一
項
第
四
号
、
第
二
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
施

行
す
る
文
書
（
所
に
あ
つ
て
は
、
第
二
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
施
行
す
る
文
書
）」
を
「
手
渡
し
又
は
使
送
に
よ

り
施
行
す
る
文
書
及
び
電
送
に
よ
り
施
行
す
る
電
子
文
書
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
あ

て
先
」
を
「
宛
先
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
す
る
。

　

第
三
十
五
条
第
一
項
中
「
原
議
」
を
「
文
書
に
係
る
原
議
」
に
、「
決
裁
済
の
文
書
情
報
」
を
「
原
議
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
決
裁
済
の
文
書
情
報
」
を
「
原
議
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
一
第
二
号
⑵
中
「
富
県
第　
　
　
　

号　
　
　
　

富
県
宮
城
推
進
室　

　

企
復
第　
　
　
　

号　
　
　
　

企
業
復
興
支
援
室
」
を
「
富
県
第　
　
　
　

号　
　
　
　

富
県
宮
城
推
進
室
」
に
、「
女
相
セ
第　
　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を

「
女
相
セ
第　
　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー　
　

　

母
父
セ
第　
　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
母
子
・
父
子
福
祉
セ
ン
タ
ー
」
に
、

「
水
技
気
第　
　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
水
産
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
気
仙
沼
水
産
試
験
場　

　

水
技
内
第　
　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
水
産
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
内
水
面
水
産
試
験
場
」
を

「
水
技
気
第　
　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
水
産
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
気
仙
沼
水
産
試
験
場
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


